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Ⅰ．重点的撤去区域の設定及び同区域における 

不法係留船の強制的な撤去措置に係る計画 

 
１．不法係留船の現状 

 平成 22 年 9 月の実態調査によれば、遠賀川河口域の各河川には 775 隻の河川法上の不

法係留が確認されている。なお、遠賀川河口域では河川区域と港湾区域の重複区域に不

法係留は確認されていない。 
 西川、戸切川、吉原川では、河川の低水護岸部あるいは河岸に係船柱（杭等）を設置

し、水面に不法係留している船舶が多く、遠賀川、江川では河岸に単管パイプ等によっ

て簡易な桟橋を設置し水面係留している船舶や、高水敷に放置しているものが多い。 
なお、不法係留船の船種は全てがプレジャーボートであり、漁船は確認されていない。 
 また、上記 775 隻については、調査時において船舶検査済票がなく、現状では航行が

不能な船舶及び廃船が約 200 隻含まれている。 
 
     表-1 不法係留船の現状                         (H22.9 時点) 

 管理者 右岸 左岸 計 
遠賀川 国 135 隻 0 隻 135 隻 
西川 国 308 隻 273 隻 581 隻 
江川 県 23 隻 25 隻 48 隻 
戸切川 県 0 隻 7 隻 7 隻 
吉原川 県 4 隻 0 隻 4 隻 

計 － 470 隻 305 隻 775 隻 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 西川における係留状況 写真-2 遠賀川における係留状況 

写真-3 遠賀川砂浜（高水敷）における放置 写真-4 江川における係留状況 
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２．係留保管施設の現状 

 遠賀川河口域には、陸上保管が可能な民間係留保管施設（2 施設）があるが、これら施

設は、河川敷地の利用において河川管理者の占用許可を得ておらず、現在適正な保管施

設となっていない。 
 また、遠賀川河口部には、県営港湾である芦屋港があるが、地域経済における物流港

として利用されているため、現在、プレジャーボートの受け入れは実施していない。 
 一方、遠賀川河口域から約 12 ㎞離れた北九州市若松区脇田地区では、北九州市が平成

24 年度開業を目指し、プレジャーボートの係留施設として脇田フィッシャリーナの整備

（開業時約 100 隻係留）を進めている。（将来的には需要動向や財源等を考慮し状況に応

じて残り約 100 隻の係留施設の整備を計画する予定である。） 
さらに、遠賀川河口域の周辺市町にもプレジャーボートを受け入れている保管施設が

19 施設あり、平成 22 年 5 月現在、290 隻の収容余力（空き）が確認されている。 
 
３．恒久的及び暫定的な係留保管施設 

 河川区域内における係留保管施設は、治水、利水および河川環境上支障の無い場合に

限って設置することが可能であるが、遠賀川河口域の各河川では、治水上・河川環境上

支障があると判断され、恒久的及び暫定的な水面係留保管施設を設置することはできな

い。 
ただし、陸上保管を基本とした保管施設が設置される場合については、遠賀川河口域

利用対策協議会が河川水面の利用向上及び適正化に資すると認める船舶係留施設等を整

備する者に限り、占用主体として認め、その整備者に、河川管理者が治水上・環境上等

の問題を考慮して、河川敷地の占用を許可することができる。その上でこれら保管施設

を不法係留船の受け入れ施設として活用していくことも可能である。 
また、遠賀川河口部周辺に位置する様々な施設等については、今後の社会動向等を注

視しながら、係留保管施設としての利用可能性も考慮していくものとする。 
 

４．重点的撤去区域の設定 

 遠賀川河口域の河川特性（治水、環境等）および不法係留船の係留状況を踏まえ、強

制的な撤去措置を執る必要があると認められる河川区域（以下「重点的撤去区域」とい

う）を下記のように設定する。 
表-2 重点的撤去区域 

河川名 管理者 重点的撤去区域の設定範囲 
遠賀川 国 遠賀川河口から遠賀川河口堰下流端・芦屋唐戸水門下流端まで 
西川 国 遠賀川合流点から鹿児島本線鉄道橋上流約 100ｍまで 
江川 県 遠賀川合流点から鯨瀬防潮樋門・鯨瀬排水樋管・江川橋の各下流端まで 
戸切川 県 西川合流点から若松橋下流端まで 
吉原川 県 西川合流点から道管橋下流端まで 
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５．重点的撤去区域の不法係留船の強制的な撤去措置に係わる年次計画 

 遠賀川河口域周辺には、既存の係留保管施設に収容余力（空き）があること。また、

平成 24 年には近隣に脇田フィッシャリーナが開業することを踏まえ、重点的撤去区域を

順次拡大し適正な水面環境を確保していくものとする。 
 重点的撤去区域の拡大は、図-１に示すように第１期から第５期に分けて実施していく

ものとする。設定時期は、第１期を平成 23 年度、第２期を平成 24 年度とし、それ以降

は不法係留船の係留状況・係留保管施設の保管状況等を踏まえながら対応し、最終的に、

遠賀川河口域全体を重点的撤去区域としていくものとする。 
 なお、重点的撤去区域以外の河川水面においては、新たに不法係留船を発生させない

ように行政指導等の適切な河川管理を実施していくものとする。 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なみかけ大橋 

芦屋橋 

西祇園橋 
新西川橋 

島津橋 

道管橋 

遠賀川河口堰 

江川橋 

鯨瀬防潮樋門・鯨瀬排水樋管 

第 1 期 西川 高水敷（両岸・ 遠賀川合流点～鹿児島本線鉄道橋上流 100ｍまで） 
遠賀川 砂浜（右岸） 

第 2 期 西川 （島津橋下流端～鹿児島本線鉄道橋上流 100ｍまで） 
戸切川（西川合流点～若松橋下流端まで） 
吉原川（西川合流点～道管橋下流端まで） 

第 3 期 西川（新西川橋下流端～島津橋下流端まで） 

第 4 期 西川（遠賀川合流点～新西川橋下流端まで） 
第 5 期 遠賀川（遠賀川河口～遠賀川河口堰下流端・芦屋唐戸水門下流端まで） 
    江川 （遠賀川合流点～鯨瀬防潮樋門・鯨瀬排水樋管・江川橋 各下流端まで） 

重点的撤去区域 

道管橋 

若松橋 

御牧大橋 遠賀川（国管理河川） 

西川（国管理河川）

戸切川（県管理河川）

吉原川（県管理河川）

芦屋港 

江川（県管理河川） 

0 0.5 1km 

遠賀川河口地点 

西川上流地域

は下図を参照 

図-１ 重点的撤去区域 

 

芦屋唐戸水門 

遠賀川合流点 

遠賀川・砂浜 

島門橋 

西川高架橋 

西川橋 

鹿児島本線鉄道橋 

西川上流地域の図 

 
出会いのかけ橋 
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Ⅱ．規制措置の実施計画 

 

１．規制措置の基本方針 

 重点的撤去区域においては、不法係留船に対して積極的に行政指導・簡易代執行・行

政代執行等の措置を講じていく。なお、不法係留船に付随する桟橋・倉庫・係留柱・係

留環などの不法工作物についても同様の措置を講じていくものとする。 
 
２．規制措置の推進 

 関係機関、関係団体等の協力を得て積極的に代執行等の規制措置を実施するものとす

る。遠賀川河口域周辺にある民間マリーナや今後整備される脇田フィッシャリーナにお

ける収容余力（空き）等を活用し、重点的撤去区域を順次拡大していくものとする。 
 
３．規制対象船舶の取扱い 

  遠賀川河口域に不法係留されている船舶は、原則、全てを対象として規制措置を実施

していくものとする。 
 
４．規制措置の周知徹底 

 規制措置を効果的に実施していくためには、事前にプレジャーボートの所有者のみな

らず関係機関や関係団体等に広く周知することが必要である。 
 このため、河川管理者（国・県）は、地元自治体、マリーナ事業者及びプレジャーボ

ート販売事業者などと連携し種々の方法を活用し、積極的に広報や周知活動を行うもの

とする。 
 
５．法律に基づく規制手順 

 所有者確知において過失が無く、監督処分を命ずべき所有者が不明な場合は、河川法

に基づく簡易代執行を実施し、所有者が判明している場合は、監督処分の後、行政代執

行法の手続きに従って行う。（図－２） 
なお、特に悪質な不法行為者に対しては、刑事告発を実施する。 
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河川法に基づく監督処分（除却命令等） 

行政代執行に基づく文書による戒告

指定期限までに移動しなかった場合

代執行令書による通知 

＜記載内容＞ 

・代執行をなすべき時期 
・派遣する執行責任者の氏名 
・代執行に要する費用の概算による

見積額 

代 執 行 実 施 （ 除 却 ）

保 管 

返 還 

義務者（所有者）に対

し、文書をもって代執

行に要した費用の納

付を命じる 
・費用の額 
・納期日 

費 用 徴 収 

自主的移動 

一 定 期 間 公 告 

簡 易 代 執 行 （ 除 却 ） 

保 管 

公 示 

河川管理者の事務所に掲示

（14 日間）及び官報、関係

都道府県の公報等に掲載 
［公示事項］ 
①保管した船舶等の名称・種

類・形状・数量 
②放置されていた場所・除却

した日時 
③保管を始めた日時・場所 

不法係留船舶等の価額の評価 

当該不法係留船舶等の購入

または製作に要する費用、使

用年数、損耗の程度等を勘案

して評価 

売 却 

評価した不法係留船舶等の価

額に比し、その保管に不相当

な費用または手数を要すると

きは船舶等の売却を行う 

売 却 代 金 の 保 管 

代 金 の 所 有 権 取 得 

買受け人のない場合

評価した不法係留船

舶等の価額が著しく

低いときは、当該不

法係留船舶等を廃棄

することができる

廃  棄 

船舶等返還 
（費用徴収）

河川法に基づく 

行政代執行法に基づく 

図－２ 法律に基づく規制手順 

〔行政代執行法に基づく手順〕 〔河川法に基づく手順〕 

所 有 者 が 判 明 所 有 者 が 不 明 

船舶が廃棄物に該当するか否かの判断 

価値あり 価値なし

廃棄物に該当する

場合は処分 

引き取り通知

供 託

引き取り拒否

所有者判明 
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Ⅲ．その他 

 

１．関係者への広報啓発活動 

水面利用の秩序の確立や係留・保管の適正化を図るためには、プレジャーボート所有

者の自己責任の原則を前提にしながら、関係者の責務を明確にし、水面利用のルールや

マナーの遵守等について、意識の啓発活動を行う必要がある。 
特にマリーナ事業者等においてはプレジャーボート利用者等と直接相対する立場にあ

り、係留保管に関する情報の提供やルール・マナーの遵守等の意識、啓発活動に積極的

な役割を果たすことが望まれる。 
そこで、各河川管理者は地方公共団体や各種事業者と情報交換や調整を行う等連携を

図りつつ、広く情報提供や啓発活動を実施することとする。 
 
 
 
 
 

河川管理者・地方公共団体 

・行政広報紙等マスメディアを利用

した周知 

・パンフレット等の配布 

・説明会の開催 

・ホームページによる情報提供 

遠賀川河口域利用対策協議会からの提言 

遠賀川下流部利用者会議による意見聴取 

マリーナ事業者・プレジャーボート販売事業者・各利用者団体 

・適正な保管場所の周知徹底 

・水面利用のルール、マナー遵守に関する意識啓発 

プレジャーボート所有者 

・係留・保管場所の確保（受益者負担） 

・賠償責任保険への加入 

・水面利用ルール、マナーの遵守 
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２．計画推進のための体制と期待される役割 

プレジャーボートの水面利用の秩序を確立し、係留保管の適正化を図るためには河川

管理者による取り組みだけでなく、関係地方公共団体、警察機関等の他、マリーナ事業

者、利用者団体、漁業関係者等が相互に連携を強化する必要がある。そのため、定期的

な情報交換や連絡調整を積極的に実施し必要な対策を講じていくこととする。 
 
 

  
 

関係機関・団体の構成メンバー（遠賀川河口域利用対策協議会・遠賀川下流部利用者会議） 

 地方公共団体等 

警察機関 

河川管理者 

（国・県） 

利用者団体 

漁業関係者 

マリーナ事業者・プレジャーボート販売業者等 

不 法 係 留 船 対 策

係 留 ・ 保 管 の 適 正 化 水 面 利 用 の 秩 序 の 確 立 

規制措置 

規制措置周知徹底 

重点的撤去区域設定 

撤去措置の実施 

係留・保管施設 

既存マリーナ等の活用 

自宅等陸上保管の推進 

自己責任の徹底 

受益者負担原則 

賠償責任保険への加入 

マナー・ルール遵守 

【役割】 
計画への協力 
住民等への周知 
規制措置への協力 

等

【役割】 
計画の実行 
行政指導の強化 
強制撤去の実施 
情報提供の発信 

     等 

【役割】 
計画に関する意見・情報の交換 
不法係留船所有者への周知・情報の提供 
プレジャーボート購入者への周知・情報提供 

等 


